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1. 概要 

本資料は、本工事計画における申請対象のうち、基本設計方針にのみ記載する設備

に対し、機能及び性能を明確に記載する必要がある設備を選定し、作成した「技術基準

要求機器リスト」について説明するものである。 

また、「技術基準要求機器リスト」にて選定された設備については、別添2の「設定

根拠説明書(別添)」にて仕様設定根拠を説明する。 

 

 

 

2. 技術基準要求機器リスト 

申請対象設備 
基本設計方針等の記載内容 

明確にする必要

がある仕様 
記載資料名 

施設区分 機器名 

（
非
常
用
電
源
設
備
） 

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

蓄電池（３系統目） 

切換盤 

蓄電池（３系統目）は、蓄電池（３

系統目）切換盤（125V、400A以上のも

のを1個）を経由して直流コントロール

センタ３Ａまたは直流コントロールセ

ンタ３Ｂへ電力を供給できる設計とす

る。 

電流 

個数 

設定根拠に 

関する説明書 

（別添） 
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1. 概要 

本資料は、別添1の「技術基準要求機器リスト」にて選定された設備について「設

定根拠に関する説明書（別添）」を作成し、仕様設定根拠を説明するものである。 
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2. 設定根拠に関する説明書（別添） 

2.1 非常用電源設備 

2.1.1 蓄電池（３系統目）切換盤 

名   称 蓄電池（３系統目）切換盤 

容 量 A/個 400 以上 

個 数 － 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に使用する蓄電池（３系統目）切換盤は、以下の機能を有する。 

蓄電池（３系統目）切換盤は、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことによ

り重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、

貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止

するために必要な電力を確保するために設置する。 

系統構成は、所内常設直流電源設備（３系統目）である蓄電池(３系統目)から蓄

電池（３系統目）切換盤を経由して直流コントロールセンタへ接続することによ

り、必要な直流電力を供給できる設計とする。 

なお、蓄電池（３系統目）切換盤の電圧は、直流コントロールセンタと同じ125V

とする。 

 

1. 容 量 

蓄電池（３系統目）切換盤は、蓄電池（３系統目）の出力を直流コントロール

センタへ供給できる設計とする。 

蓄電池（３系統目）切換盤の容量は、設計基準事故対処設備の電源が喪失した

後に連続的に必要とされる直流負荷のうち、容量が最大となる1～30分間に使用さ

れる負荷容量において、Ａ系よりも負荷の大きいＢ系を用いて行うこととし、そ

の負荷を第１表に示す。 
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第１表 蓄電池（３系統目）切換盤負荷 （単位：A） 

負荷名称 負荷電流(注 1) 

共通電源 約 2 

メタクラ・パワーセンタ制御電源 約 6 

計装用インバータ３Ｂ 約 93 

計装用インバータ３Ｄ 約 102 

ディーゼル発電機（発電機盤,励磁機盤） 約 4 

タービン動補助給水ポンプ起動盤 約 47 

補助建屋直流分電盤 約 23 

合計 約 277 

（注１）設計基準対象施設の電源が喪失した後に連続的に必要とされる

直流負荷のうち、容量が最大となる１～30分間に使用される負

荷容量を示す。 

 

以上より、蓄電池（３系統目）用切換盤の容量は、277Aを上回る400Aとする。 

 

2. 個 数 

蓄電池（３系統目）切換盤は、重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等

を防止するために必要な個数である１個設置する。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

安全設備及び重大事故等対処設備が使用される 

条件の下における健全性に関する説明書 
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1. 概要 

本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下

「技術基準規則」という。）」第54条（第2項第1号及び第3項第1号を除く。）及びその

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解

釈」という。）に基づき、重大事故等対処設備として所内常設直流電源設備（３系統

目）が使用される条件の下における健全性について説明するものである。また、技術

基準規則第72条第2項及びその解釈に基づき、所内常設直流電源設備（３系統目）に

考慮している位置的分散についても説明する。 

今回、健全性として、所内常設直流電源設備（３系統目）に要求される機能を有効

に発揮するための、系統設計及び構造設計に係る事項を考慮して、「多重性、多様

性、独立性に係る要求事項を含めた多重性、多様性、位置的分散に関する事項」（以

下「多重性、多様性及び位置的分散」という。）、「共用化による他号機への悪影響も

含めた、機器相互の悪影響」（以下「悪影響防止」という。）、「安全設備及び重大事故

等対処設備に想定される事故時の環境条件（使用条件含む）等における機器の健全

性」（以下「環境条件等」という。）及び「要求される機能を達成するために必要な操

作性、試験・検査性、保守点検性等」（以下「操作性及び試験・検査性」という。）を

説明する。 

 

 

2. 基本方針 

所内常設直流電源設備（３系統目）が使用される条件の下における健全性につい

て、以下の４項目に分け説明する。 

 

2.1 多重性、多様性及び位置的分散 

重大事故等対処設備の多重性、多様性及び位置的分散については、平成28年3月

23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画（以下「既工事計画」とい

う。）の添付資料6「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下にお

ける健全性に関する説明書」において、設計基準事故対処設備の安全機能、使用

済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能が共通要因によって同時に損なわれる

おそれがないように、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮した設計す

ることとしており、所内常設直流電源設備（３系統目）の多重性、多様性及び位

置的分散の設計方針は、既工事計画による。 

また、所内常設直流電源設備（３系統目）は、常設重大事故等対処設備である

蓄電池（重大事故等対処用）が使用できない状況下において使用することから、

蓄電池（重大事故等対処用）との位置的分散を図る設計とする。また、可搬型重

大事故等対処設備である可搬型直流電源設備との位置的分散も図る設計とする。 
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自然現象のうち地震に対する設計については、資料8「耐震性に関する説明書」

に基づき実施する。地震を除く自然現象及び外部人為事象に対する設計について

は、既工事計画の資料2「耐震設計上重要な設備を設置する施設に関する説明書

（自然現象への配慮に関する説明を含む。）」及び平成31年2月27日付け原子力発

18295号にて認可申請した工事計画（以下「ＧＴＧ工事計画」という。）の資料2

「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」（以下「既工

事計画及びＧＴＧ工事計画の自然現象等に関する説明書」という。）に基づき実施

する。溢水に対する設計については、資料5「発電用原子炉施設の溢水防護に関す

る説明書」に基づき実施する。火災に対する設計については、資料4「発電用原子

炉施設の火災防護に関する説明書」に基づき実施する。また、外部人為事象のう

ち発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止に係る設計上の考慮等について

は、既工事計画の資料6「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下

における健全性に関する説明書」（以下「既工事計画の健全性に関する説明書」と

いう。）の別添3「発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止について」によ

る。 

所内常設直流電源設備（３系統目）について、多重性、多様性、独立性及び位

置的分散を考慮する対象設備を「3. 設計上の考慮」に示す。 

 

2.2 悪影響防止 

所内常設直流電源設備（３系統目）は、他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

他設備に悪影響を及ぼす要因としては、地震、火災、風（台風）及び竜巻並び

に他設備への系統的な影響を考慮し、以下に各考慮事項に対する設計上の考慮を

説明する。 

 

(1) 地震による影響 

・所内常設直流電源設備（３系統目）は、地震により他設備に悪影響を及

ぼさないように、また、地震による火災源、溢水源とならないように、

技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」に基づく設計とする。 

 

悪影響防止を含めた所内常設直流電源設備（３系統目）の耐震設計につい

ては、資料8「耐震性に関する説明書」に基づき実施する。 

 

(2) 火災による影響 

・地震起因以外の火災による影響に対しては、所内常設直流電源設備（３

系統目）は、火災発生防止、感知、消火による火災防護を行う。 
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・所内常設直流電源設備（３系統目）は、技術基準規則第52条「火災によ

る損傷の防止」に基づく設計とする。 

 

悪影響防止を含めた所内常設直流電源設備（３系統目）の火災防護設計に

ついては、資料4「発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書」に基づき実

施する。 

 

(3) 風（台風）及び竜巻による影響 

・所内常設直流電源設備（３系統目）は、風（台風）及び竜巻による風荷

重に対し建屋内に設置することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

悪影響防止を含めた所内常設直流電源設備（３系統目）の風（台風）及び

竜巻による風荷重に対する設計については、既工事計画及びＧＴＧ工事計画

の自然現象等に関する説明書に基づき実施する。 

 

(4) 他設備への系統的な影響（電気的な影響を含む。） 

・所内常設直流電源設備（３系統目）は、重大事故等発生前（通常時）の

分離された状態から重大事故等対処設備としての系統構成とすることに

より、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・所内常設直流電源設備（３系統目）は、同時に複数の機能で使用しない

設計とする。 

 

 

2.3 環境条件等 

所内常設直流電源設備（３系統目）は、想定される環境条件において、その機

能を発揮できる設計とする。 

所内常設直流電源設備（３系統目）は、想定される重大事故等が発生した場合

における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に

発揮できるよう、その設置（使用）場所に応じた耐環境性を有する設計とすると

ともに、操作が可能な設計とする。所内常設直流電源設備（３系統目）の環境条

件については、重大事故等時における温度（環境温度、使用温度）、放射線、荷重

のみならず、その他の使用条件として環境圧力、湿度による影響、屋外の天候に

よる影響、電磁的障害及び周辺機器等からの悪影響を考慮する。 

荷重としては重大事故等が発生した場合における機械的荷重に加えて、環境圧

力、温度及び自然現象（地震、風（台風）、竜巻、積雪、火山の影響）による荷重

を考慮する。 
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所内常設直流電源設備（３系統目）について、これらの環境条件の考慮事項ご

とに、環境圧力、環境温度及び湿度による影響、放射線による影響、屋外の天候

による影響、荷重、電磁的障害、周辺機器等からの悪影響並びに設置場所におけ

る放射線の影響に分け、以下（1）から（4）に各考慮事項に対する設計上の考慮

を説明する。 

 

(1) 環境圧力、環境温度及び湿度による影響、放射線による影響、屋外の天候

による影響並びに荷重 

・所内常設直流電源設備（３系統目）は、重大事故等時におけるそれぞれ

の場所の環境条件を考慮した設計とする。また、横滑りを含めて地震に

よる荷重を考慮して、機能を損なわない設計とする。 

・所内常設直流電源設備（３系統目）の操作は設置場所で可能な設計とす

る。 

 

a. 環境圧力 

原子炉格納容器外の機器である所内常設直流電源設備（３系統目）につ

いては、事故時に想定される環境圧力が大気圧（0MPa[gage］）であり、大

気圧にて機能を損なわない設計とし、絶縁等の機能が阻害される圧力に到

達しない設計とする。 

確認の方法としては、環境圧力を再現した試験環境下において機器が機

能することを確認する実証試験等によるものとする。 

 

b. 環境温度及び湿度による影響 

所内常設直流電源設備（３系統目）は、事故時に想定される環境温度及

び湿度にて機能を損なわない設計とする。環境温度及び湿度については、

設備の設置場所で想定事故時に到達する 高値とし、環境温度及び湿度以

上の 高使用温度等を機器仕様として設定する。 

非常用ガスタービン発電機建屋内の設備に対しては、ＧＴＧ工事計画の

資料6「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における

健全性に関する説明書」による。原子炉補助建屋内の設備に対して設定す

る環境温度及び湿度については、既工事計画の資料6「安全設備及び重大

事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に

よる。 

所内常設直流電源設備（３系統目）は、設定した環境温度に対して機器

が機能を損なわないように、絶縁等の機能が阻害される温度に到達しない

設計とする。 
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環境温度に対する確認の方法としては、環境温度を再現した試験環境下

において機器が機能することを確認する実証試験等によるものとする。 

また、設定した湿度に対して機器が機能を損なわないように、絶縁や導

通等の機能が阻害される湿度に到達しない設計とする。 

湿度に対する確認の方法としては、環境湿度を再現した試験環境下にお

いて機器が機能することを確認する実証試験等によるものとする。 

 

c. 放射線による影響 

所内常設直流電源設備（３系統目）は、事故時に想定される放射線にて

機能を損なわない設計とする。放射線については、設備の設置場所の適切

な区分ごとに想定事故時に到達する 大線量とし、区分ごとの放射線量に

対して、遮蔽等の効果を考慮して、所内常設直流電源設備（３系統目）の

機能を損なわない材料、構造、原理等を用いる設計とする。 

非常用ガスタービン発電機建屋内の設備に対しては、既工事計画の健全

性に関する説明書で示した屋外と同じ値として1OmGy/h以下を設定する。

原子炉補助建屋内の設備に対する放射線量の設定については、既工事計画

の健全性に関する説明書による。 

放射線による影響に対して機器が機能を損なわないように、電気絶縁や

電気信号の伝送・表示等の機能が阻害される放射線量に到達しないことを

確認する。 

 

d. 荷重 

所内常設直流電源設備（３系統目）については、自然現象（地震、風

（台風）、竜巻、積雪及び火山の影響）による荷重の評価を行い、それぞ

れの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に発揮できる設計とす

る。 

組み合わせる荷重の考え方については、既工事計画及びＧＴＧ工事計画

の自然現象等に関する説明書による。 

所内常設直流電源設備（３系統目）の地震を含む荷重の組合せに対する

設計については、資料8「耐震性に関する説明書」に基づき実施する。ま

た、地震以外の荷重の組合せに対する設計については、既工事計画及びＧ

ＴＧ工事計画の自然現象等に関する説明書に基づき実施する。 

 

(2) 電磁的障害 

・所内常設直流電源設備（３系統目）は、事故等が発生した場合において

も、電磁波によりその機能が損なわれないよう、ラインフィルタや絶縁

回路を設置することによりサージ・ノイズの進入を防止する、又は鋼製
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筺体や金属シールド付ケーブルを適用し電磁波の進入を防止する等の措

置を講じた設計とする。 

 

(3) 周辺機器等からの悪影響 

・所内常設直流電源設備（３系統目）は、事故対応の多様性拡張のために

設置・配備している設備を含む周辺機器等からの悪影響により、重大事

故等に対処するために必要な機能を失うおそれがない設計とする。 

・所内常設直流電源設備（３系統目）が受ける周辺機器等からの悪影響と

しては、自然現象及び外部人為事象による波及的影響を考慮する。所内

常設直流電源設備（３系統目）は、設計基準事故対処設備と位置的分散

を図り設置する設計とする。位置的分散については「2.1 多様性及び位

置的分散」に示す。 

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように、所内常設直流電

源設備（３系統目）は、技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

に基づく設計とする。 

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように、所内常設直流電

源設備（３系統目）は、技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づく設計とする。 

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように、所内常設直流電

源設備（３系統目）は、想定される溢水水位よりも高所に設置する。 

 

波及的影響を含めた地震、火災、溢水以外の自然現象及び外部人為事象に

対する所内常設直流電源設備（３系統目）の設計については、既工事計画及

びＧＴＧ工事計画の自然現象等に関する説明書に基づき実施する。 

波及的影響を含めた所内常設直流電源設備（３系統目）の耐震設計につい

ては、資料8「耐震性に関する説明書」に基づき実施する。 

波及的影響を含めた発電用原子炉施設で火災が発生する場合を考慮した所

内常設直流電源設備（３系統目）の火災防護設計については、資料4「発電用

原子炉施設の火災防護に関する説明書」に基づき実施する。 

波及的影響を含めた発電用原子炉施設内で発生が想定される溢水の影響評

価を踏まえた所内常設直流電源設備（３系統目）の溢水防護設計について

は、資料5「発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書」に基づき実施す

る。 

 

(4) 設置場所における放射線の影響 

・所内常設直流電源設備（３系統目）の設置場所は、想定される事故等が

発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、遮蔽の
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設置や線源からの離隔距離により放射線量が高くなるおそれの少ない場

所を選定し、設置場所で操作可能な設計とする。 

 

設備の操作場所は、「（1)c. 放射線による影響」にて設定した事故時の線

源、線源からの距離、遮蔽効果、操作場所での操作時間（移動時間を含む。）

を考慮し、選定する。 

 

 

2.4 操作性及び試験・検査性 

所内常設直流電源設備（３系統目）は、確実に操作及び試験・検査ができる設

計とする。 

 

(1) 操作性 

所内常設直流電源設備（３系統目）は、操作性を考慮して以下の設計とす

る。 

 

a. 操作環境 

・所内常設直流電源設備（３系統目）のうち蓄電池（３系統目）切換盤

は、十分な操作空間を確保する。 

・防護具、照明等は重大事故等発生時に迅速に使用できる場所に配備す

る。 

 

操作環境における被ばく影響については、「2.3 環境条件等」に示す。 

 

b. 操作内容 

・所内常設直流電源設備（３系統目）のうち蓄電池（３系統目）切換盤

の操作スイッチは、運転員の操作性を考慮した設計とする。 

・所内常設直流電源設備（３系統目）のうち蓄電池（３系統目）切換盤

は、感電防止のため充電露出部への近接防止を考慮した設計とする。 

 

c. アクセスルート 

アクセスルートは、以下の設計とする。 

・屋内アクセスルートは、自然現象、外部人為事象、溢水及び火災を想

定しても、移動に支障をきたすことのないよう、迂回路も考慮して複

数のアクセスルートを確保する。 

・屋内アクセスルートは、自然現象に対して地震、津波、風（台風）、

竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、火山の影響、森林火災及び高潮を考
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慮し、外部人為事象に対して飛来物（航空機落下等）、近隣工場等の

火災（発電所敷地内に設置する危険物タンクの火災、航空機墜落によ

る火災、発電所港湾内に入港する船舶の火災及びばい煙等の二次的影

響）、有毒ガス及び故意による大型航空機の衝突その他テロリズムを

考慮する。 

・アクセスルート及び火災防護に関する運用については、保安規定、火

災防護計画に定める。 

・屋内アクセスルートは、津波、その他自然現象による影響（台風及び

竜巻による飛来物、凍結、降水、積雪、落雷、降灰、生物学的事象、

森林火災）及び外部人為事象（近隣工場等の火災（発電所敷地内に設

置する危険物タンクの火災、航空機墜落による火災、発電所港湾内に

入港する船舶の火災及びばい煙等の二次的影響）、有毒ガス及び電磁

的障害）に対して、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた原子

炉建屋又は原子炉補助建屋内に確保する設計とする。 

・屋内アクセスルートの設定に当たっては、アクセスルート近傍の耐震

B、Cクラス補機の耐震評価を必要により実施し、油内包機器による地

震随伴火災の有無や、地震随伴溢水の影響を考慮してルート選定を行

うとともに、建屋内は迂回路を含む複数のルート選定が可能な配置設

計とする。 

 

(2) 試験・検査性 

蓄電池（３系統目）は、電圧測定等が実施可能な系統設計とする。 

 

3. 設計上の考慮 

今回申請する蓄電池（３系統目）について、その機能と、機能としての健全性を確

保するための設備の多重性、多様性及び位置的分散を第1表に示す。 
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第1表 所内常設直流電源設備（３系統目）の機能及び 

多重性、多様性、独立性及び位置的分散 

 

【設備区分：非常用電源設備】 

（条） 

機能 

位置的分散を図る対象設備 
常設 

可搬 

多重性、多様性、独立性の 

考慮内容 代替する安全機能等 
機能を代替する重大事

故等対処設備 

（第72条） 

蓄電池（３系統

目）による給電 

ディーゼル発電機 

蓄電池（非常用） 

蓄電池（重大事故等対処用） 

可搬型直流電源装置 

蓄電池（３系統目） 常設 

蓄電池（３系統目）を使用した直流電源

は、蓄電池（非常用）、蓄電池（重大事故等

対処用）及び可搬型直流電源装置を用いた

電源系統に対して独立した設計とする。 

 































































































































































































































































































































































































































  

 

 

 

 

 

 

原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関する説明書 
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1. 概要 

本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技

術基準規則」という。）第67条及びそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）の要求に対する原子炉格納施

設の水素ガスの濃度を低減するための設備の性能について説明するものである。 

本資料では、炉心の著しい損傷が発生した場合における水素爆発による原子炉格納

容器の破損を防止するための設備である静的触媒式水素再結合装置作動温度計測装

置及びイグナイタ作動温度計測装置に対して、技術基準規則第72条第2項により設置

する所内常設直流電源設備（３系統目）から給電可能であることを説明するものであ

る。 

なお、原子炉格納容器の破損を防止するための水素濃度低減設備の基本方針、原子

炉格納容器の水素濃度低減性能の評価等については、平成28年3月23日付け原規規発

第1603231号にて認可された工事計画の添付資料37「原子炉格納施設の水素濃度低減

性能に関する説明書」から変更はない。 

 

 

2. 水素濃度低減設備に係る電源 

水素濃度制御設備及び水素排出設備のうち、交流又は直流電源が必要な設備は、

第2-1図に示す電源構成図のとおりディーゼル発電機からの給電に加えて、代替電源

設備である空冷式非常用発電装置から非常用所内電源系統を経由して給電できる設

計とする。 

さらに、静的触媒式水素再結合装置作動温度計測装置及びイグナイタ作動温度計

測装置については、所内常設蓄電式直流電源設備である蓄電池（非常用）、蓄電池（重

大事故等対処用）及び蓄電池（３系統目）並びに可搬型直流電源設備から給電でき

る設計とする。 
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第 2－1 図 電源系統構成図 
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作動温度計測信号
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イグナイタ
作動温度計測装置

可搬型直流
電源設備



































































 

 

 

 

 

 

水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する 

影響評価方針 
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1. 概要 

本資料は、資料8-1「耐震設計の基本方針」のうち、「4.1 地震力の算定法」に基づ

き、申請施設の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価の方針につい

て説明するものである。 

 

2. 基本方針 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-8「水

平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」の「2. 基本方針」によ

るものとする。 

 

3. 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる地震動 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-8「水

平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」の「3. 水平2方向及び鉛

直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる地震動」によるものとする。 

 

4. 各施設における水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

4.1 機器・配管系 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-8

「水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」の「4.2 機器・配

管系」によるものとする。 

 

































































 

 

 

 

 

 

 

 

ダクティリティに関する設計方針 
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1. 概 要 

発電所の各施設は、安全性及び信頼性の見地から、通常運転時荷重に対してのみなら

ず地震時荷重等の短時間に作用する荷重に対しても耐えられるよう設計する必要があ

る。 

これらの設計荷重は、強度設計の立場から、安全側の値として定められているが、重

要施設の構造安全性を一層高めるためには、その構造体のダクティリティ※を高めるよ

うに設計することが重要である。 

本資料は、資料8-1「耐震設計の基本方針」のうち「8. ダクティリティに関する考慮」

に基づき、申請施設のダクティリティを維持するために必要と考えられる構造計画、材

料の選択、耐力・強度等に対する制限及び品質管理上の配慮を各項目別に説明するもの

である。 

 

※  地震時を含めた荷重に対して、施設に生じる応力値等が、ある値を超えた際に直

ちに損傷に至らないこと、又は直ちに損傷に至らない能力・特性 

 

2. 構造計画 

2.1 機器・配管系 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-10

「ダクティリティに関する設計方針」の「2.2 機器・配管系」によるものとする。 

 

3. 材料の選択 

平成 28年 3月 23日付け原規規発第 1603231号にて認可された工事計画の資料 13-

10「ダクティリティに関する設計方針」の「3. 材料の選択」によるものとする。 

 

4. 耐力・強度等に対する制限 

平成 28年 3月 23日付け原規規発第 1603231号にて認可された工事計画の資料 13-

10「ダクティリティに関する設計方針」の「4. 耐力・強度等に対する制限」によるも

のとする。 

 

5. 品質管理上の配慮 

平成 28年 3月 23日付け原規規発第 1603231号にて認可された工事計画の資料 13-

10「ダクティリティに関する設計方針」の「5. 品質管理上の配慮」によるものとす

る。 

 



 

 

 

 

 

 

 

機器・配管の耐震支持方針 
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1. 概要 

機器・配管の耐震設計を行う場合、基本設計条件（耐震重要度、設計温度・圧力、動

的・静的機器等）、プラントサイト固有の環境条件（地震、風、雪、気温等）、形状、

設置場所等を考慮して各々に適した支持条件（拘束方向、支持反力、相対変位等）を決

め、支持構造物を選定する必要がある。また、現地施工性や機器等の運転操作・保守点

検の際に支障とならないこと等についても配慮し設計する。 

本資料は、資料8-1「耐震設計の基本方針」のうち「9. 機器・配管系の支持方針」に

基づき、各々の機器・配管の支持方法及び支持構造物の耐震設計方針を説明するもので

ある。 

 

2. 電気計測制御装置の支持構造物 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-11「機

器・配管の耐震支持方針」の「3. 電気計測制御装置」によるものとする。 

 

3. ケーブルトレイ類の支持構造物 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-11「機

器・配管の耐震支持方針」の「4. 配管の支持構造物」によるものとする。 

 

4. その他特に考慮すべき事項 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-11「機

器・配管の耐震支持方針」の「5. その他特に考慮すべき事項」によるものとする。 
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1. 概要 

本資料は、資料8-6「機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維

持の設計方針に基づき、蓄電池(３系統目)切換盤が設計用地震力に対して十分な構造

強度及び電気的機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は、固有

値解析及び応力評価並びに機能維持評価により行う。 

蓄電池（３系統目）切換盤は、重大事故等対処施設において常設耐震重要重大事故

防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下、この分類に応じた耐震評価

を示す。 

 

2. 基本方針 

2.1 構造の説明 

蓄電池（３系統目）切換盤の構造計画を第2-1表に、外形図を第2-1図に示す。 

 

第2-1表 蓄電池（３系統目）切換盤の構造計画 

設備名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

蓄電池(３系統目) 

切換盤 
壁掛型 

盤を壁面に据付ボル

トにて据え付ける。 
第2-1図 

 
第2-1図 蓄電池(３系統目)切換盤 外形図 
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2.2 評価方針 

蓄電池（３系統目）切換盤の応力評価は、資料8-6「機能維持の基本方針」にて

設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「2.1 構造の説明」にて

示す蓄電池（３系統目）切換盤の部位を踏まえ、「3. 耐震評価箇所」にて設定す

る箇所において、「4. 固有値解析」で算出した固有振動数に基づく応力等が許容

限界内に収まることを、「5. 応力評価」にて示す方法にて確認することで実施す

る。また、蓄電池（３系統目）切換盤の機能維持評価は、同資料にて設定した電

気的機能維持の方針に基づき、地震時の応答加速度が機能確認済加速度以下であ

ることを、「6. 機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認

結果を「7. 評価結果」に示す。 

蓄電池（３系統目）切換盤の耐震評価フローを第2-2図に示す。  

 

 

解析モデル設定 設計用地震力

理論式による固有値解析

地震力による応力

構造強度評価

評価用加速度の算出

電気的機能維持評価

応力解析

 
 

 

第2-2図 蓄電池（３系統目）切換盤の耐震評価フロー 
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3. 耐震評価箇所 

蓄電池（３系統目）切換盤の耐震評価は、耐震評価上厳しくなる据付ボルトを選定

して実施する。蓄電池（３系統目）切換盤の耐震評価箇所については、第2-1表の説

明図に示す。 

 

4. 固有値解析 

蓄電池（３系統目）切換盤の固有振動数算定方法について以下に示す。 

 

4.1 基本方針 

(1) 固有振動数計算モデルは1質点系モデルとし、盤の重心位置に集中質量を付

加する。 

(2) 固有振動数の計算に用いる寸法は、公称値を使用する。 

 

4.2 固有振動数の計算方法 

4.2.1 記号の説明 

記号 記 号 の 説 明 単位 

ℓ 壁面から機器重心までの水平距離 mm 

E 据付部材の縦弾性係数 MPa 

I 据付部材の断面二次モーメント mm4 

f 固有振動数 Hz 

K 溝形鋼１本あたりのばね定数 N/m 

W 機器質量 kg 

g 重力加速度（＝9.80665m/s2） m/s2 
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4.2.2 据付部材の固有振動数の計算 

盤の主要な据付部材である9本の溝形鋼に、機器の質量が均等に付加されて

いるものとし、また機器質量が機器重心位置に付加されるものとして、以下

の1質点系モデルにより固有振動数を計算する。 

なお、全質量を9本の溝形鋼に均等に付加した計算モデルであり、以下側面

図の鉛直方向を面内、奥行き方向を面外とした場合、溝形鋼の断面二次モー

メントIは、面内と面外で異なるため、弱軸側の面外の固有振動数を計算する。 

計算モデルを第4-1図に示す。 

 

                             固有振動数計算モデル 

 

 

第4-1図 計算モデル 

 

盤の固有振動数は以下による。 

W

9K

2π

1
f 

 
 

溝形鋼1本あたりのばね定数Kは以下による。 

I3E

1,000
K

3 





 

ℓ 

面内方向 

面外方向 
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4.3 固有値解析結果 

4.3.1 盤の固有振動数の計算条件 

項  目 記号 単位 数値等 

材質 － － SS400 

機器質量 W kg 800 

溝形鋼の標準断面寸法 － mm 150×75×6.5 

縦弾性係数 E MPa 2.017×105 

溝形鋼の断面二次モーメント I mm4 1.17×106 

壁面から機器重心までの距離 ℓ mm 500 

雰囲気温度条件 － ℃ 40 

 

 

4.3.2 盤の固有振動数の計算結果 

固有振動数の解析結果を以下に示す。 

 

盤の固有振動数 

（Hz） 

40.1 
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5. 応力評価 

5.1 基本方針 

(1) 耐震計算モデルは1質点系モデルとし、盤の重心位置に地震荷重が作用する

ものとする。 

(2) 許容応力について、JSME S NC1-2005/2007の付録材料図表を用いて計算する

際に、温度が付録材料図表記載値の中間の値の場合は、比例法を用いて計

算する。 

ただし、比例法を用いる場合の端数処理は、小数第1位以下を切り捨てた値

を用いるものとする。 

(3) 耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。 

 

5.2 荷重の組合せ及び許容応力 

5.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 

蓄電池（３系統目）切換盤の荷重の組合せ及び許容応力状態を第5-1表に示

す。 

 

5.2.2 許容応力 

蓄電池（３系統目）切換盤の許容応力を第5-2表に示す。 

 

5.2.3 使用材料の許容応力 

蓄電池（３系統目）切換盤の使用材料の許容応力を第5-3表に示す。 
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第5-1表 荷重の組合せ及び許容応力状態(重大事故等対処施設) 

(注1)「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備、「常設／緩和」は、常設重大事故緩和設備を示す。 

（注2）その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

（注3）「D＋PSAD＋MSAD＋Ss」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。 

 

 

 

施設区分 機器名称 設備分類(注1) 機器等の区分 荷重の組合せ 
許容応力 

状態 

非常用 

電源設備 
その他 

蓄電池 

（３系統目） 

切換盤 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－(注2)

 

D＋PD＋MD＋Ss(注3) ⅣAS 

D＋PSAD＋MSAD＋Ss 

ⅤAS 

（ⅤASとしてⅣASの許容

応力を用いる。） 
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第5-2表 許容応力（その他の支持構造物(重大事故等対処施設)） 

許容応力状態 

許容限界（注） 

（ボルト等） 

一次応力 

引張 せん断 

ⅣAS 

1.5ft
＊ 1.5fs

＊ ⅤAS 

（ⅤASとしてⅣASの許容限

界を用いる。） 

（注）応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。 

 

 

第5-3表 使用材料の許容応力(重大事故等対処施設) 

評価部位 材料 
温度条件 

(℃) 

Sy 

(MPa) 

Su 

(MPa) 

F* 

(MPa) 

据付ボルト SS400 雰囲気温度 40 245 400 280 
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5.3 設計用地震力 

耐震計算に用いる入力地震力には、平成28年3月23日付け原規規発第1603231号

にて認可された工事計画の資料13-7「設計用床応答曲線の作成方針」にて設定し

た床応答の作成方針に基づき、第5-4表にて示す条件を用いて作成した設計用床応

答曲線を用いる。また、減衰定数は、資料8-4「地震応答解析の基本方針」の「3. 

設計用減衰定数」に記載の減衰定数を用いる。 

 

第5-4表 設計用地震力 

地震動 

設置場所 

及び 

床面高さ 

（m） 

設計用床応答曲線 

備考 
建屋(注1) 

及び高さ 

（m） 

方向 
減衰定数 

（%） 

基準地震動 

Ss 

原子炉補助

建屋 

EL.10.0 

原子炉補助

建屋 

EL.17.0 

水平(注2) 1.0 

水平方向はSs-1～3

のX方向及びY方向

の包絡曲線を用い

る。 

鉛直方向はSs-1～3

の包絡曲線を用い

る。 

鉛直 1.0 

（注 1）壁掛け式の盤であるため、設置フロア上階の設計用床応答曲線を使用する。 

（注 2）壁掛け式の盤であるため、減衰定数に 1.0％を用いる。 
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5.4 応力評価方法 

5.4.1 記号の説明 

記 号 単 位 記号の定義 

d mm 据付ボルト呼び径 

g m/s2 重力加速度 

h mm ボルトより機器重心までの鉛直距離 

  h’ mm 鉛直方向のボルト間距離 

ℓa1 

mm 支点よりのボルト間距離（前後方向） 
ℓa2 

ℓa3 

ℓa4 

ℓb1 

mm 支点よりのボルト間距離（左右方向） 

ℓb2 

ℓb3 

ℓb4 

ℓb5 

ℓb6 

ℓb7 

ℓb8 

ℓb9 

ℓb10 

ℓb11 

ℓb12 

ℓ mm 壁面より機器重心までの水平距離 

  ℓ’ 

mm 水平方向のボルト間距離     ℓ’’

   

na1 

本 各列のボルト本数 
na2 

na3 

na4 

N 本 据付ボルト総数 

S mm2 据付ボルト断面積 

W kg 機器質量 

αH - 水平加速度 

αV - 鉛直加速度 
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記 号 単 位 記号の定義 

σa1 

MPa 各据付ボルトに発生する引張応力（前後方向） 
σa2 

σa3 

σa4 

σb1 

MPa 各据付ボルトに発生する引張応力（左右方向） 

σb2 

σb3 

σb4 

σb5 

σb6 

σb7 

σb8 

σb9 

σb10 

σb11 

σb12 

σamax MPa 据付ボルトに発生する最大引張応力（前後方向） 

σbmax MPa 据付ボルトに発生する最大引張応力（左右方向） 

τa MPa 各据付ボルトに発生するせん断応力（前後方向） 

τb MPa 各据付ボルトに発生するせん断応力（左右方向） 
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5.4.2 応力計算 

(1) 前後方向 

 

第5-1図 応力計算モデル 

 

a. 据付ボルトに発生する最大引張応力 

据付ボルトに発生する最大引張応力は、最も厳しい条件として、片

側のボルトを支点とし、この支点から最も離れた位置にあるボルトで

受けるものとして計算する。 

応力は支点からの距離に比例することから、 

 
σa1

ℓ
a1

＝
σa2

ℓ
a2

＝
σa3

ℓ
a3

＝
σa4

ℓ
a4

 

 

モーメントの釣り合い式より、 

 

σa1ℓa1na1S＋σa2ℓa2na2S＋σa3ℓa3na3S＋σa4ℓa4na4S＝Wgα
H
h＋Wg(1＋α

V
)ℓ 

 

以上の式より 

 

σa1＝
Wℓ

a1
g(α

H
h＋(1＋α

V
)ℓ)

S (ℓ
a1

2
na1＋ℓ

a2

2
na2＋ℓ

a3

2
na3＋ℓ

a4

2
na4)

＝σamax 

 

 

Wg(1+αV) Wg(1+αV) 

WgαH 
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b. 据付ボルトに発生するせん断応力 

据付ボルトに発生するせん断応力は、据付ボルト全本数(N)で受け

るものとして計算する。 

 

τa＝
Wg(1＋α

V
)

NS
 

 

 

(2) 左右方向 

 

第5-2図 応力計算評価モデル 

 

 

a. 据付ボルトに発生する最大引張応力 

据付ボルトに発生する引張応力は、最も厳しい条件として、支点か

ら最も離れたボルトについて計算する。 

応力は支点からの距離に比例することから、 

 
σb1

ℓ
b1

＝
σb2

ℓ
b2

＝
σb3

ℓ
b3

＝
σb4

ℓ
b4

＝
σb5

ℓ
b5

＝
σb6

ℓ
b6

＝
σb7

ℓ
b7

＝
σb8

ℓ
b8

＝
σb9

ℓ
b9

＝
σb10

ℓ
b10

＝
σb11

ℓ
b11

＝
σb12

ℓ
b12

 

 

WgαH 

Wg(1+αV) 
Wg(1+αV) 
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モーメントの釣り合い式より、 

σb1ℓb1S＋σb2ℓb2S＋σb3ℓb3S＋σb4ℓb4S＋σb5ℓb5S＋σb6ℓb6S＋σb7ℓb7S＋σb8ℓb8S 

＋σb9ℓb9S＋σb10ℓb10S＋σb11ℓb11S＋σb12ℓb12S 

＝Wℓg√aH
2+(1+aV)

2
 

 

以上の式より、 

σb1＝
Wℓg√aH2＋(1＋aV)

2
∙ℓ

b1

S (ℓ
b1

2
＋ℓ

b2

2
＋ℓ

b3

2
＋ℓ

b4

2
＋ℓ

b5

2
＋ℓ

b6

2
＋ℓ

b7

2
＋ℓ

b8

2
＋ℓ

b9

2
＋ℓ

b10

2
＋ℓ

b11

2
＋ℓ

b12

2
)
＝σbmax 

ここで、 

ℓ
b1
＝ℓ

,
cosθ＋4h' sinθ 

ℓ
b2
＝4h' sinθ+ ℓ

,,
cosθ 

ℓ
b3
＝ℓ

,
cosθ＋3h' sinθ 

ℓ
b4
＝4h' sinθ 

ℓ
b5
＝ℓ

,
cosθ＋2h' sinθ 

ℓ
b6
＝3h' sinθ 

ℓ
b7
＝2h' sinθ+ ℓ

,,
cosθ 

ℓ
b8
＝ℓ

,
cosθ＋h' sinθ 

ℓ
b9
＝2h' sinθ 

ℓ
b10

＝ℓ
,
cosθ 

ℓ
b11

＝h' sinθ 

ℓ
b12

＝ℓ
,,
cosθ 

 

ただし、θ＝tan-1 (
1＋aV

aH
) 

 

b. 据付ボルトに発生するせん断応力 

据付ボルトに発生するせん断応力は、据付ボルト全本数(N)で受け

るものとして計算する。 

 

τ
b
＝

Wg√aH
2＋(1＋aV)

2

NS
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5.5 応力評価条件  

5.5.1 支持構造物（据付ボルト）の応力評価条件 

(1) 盤関係 

項 目 記 号 単 位 入力値 

据付ボルト呼び径 d mm 16 

重力加速度 g m/s2 9.80665 

ボルトより機器重心までの鉛直距離 h mm 575 

鉛直方向のボルト間距離 h’ mm 350 

壁面より機器重心までの水平距離 ℓ mm 500 

水平方向のボルト間距離 
ℓ’ mm 800 

ℓ’’ mm 450 

各列のボルト本数 

na1 本 3 

na2 本 2 

na3 本 3 

na4 本 2 

据付ボルト総数 N 本 13 

据付ボルト断面積 S mm2 201 

機器質量 W kg 800 

 

(2) 設計用加速度 

項 目 記 号 
設計用加速度(×9.8m/s2)  

基準地震動 Ss（注） 

水平 αH 1.224 

鉛直 αV 0.996 

（注）固有値解析結果より、固有振動数が30Hz以上であることを確認したた

め、設計用加速度には最大床加速度の1.2倍を使用する。 
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6. 機能維持評価 

蓄電池（３系統目）切換盤は、地震後に電気的機能が要求されており、地震後にお

いても、その機能が維持されていることを示す。 

 

6.1 機能維持評価方法 

機能維持評価方法は、加振試験にて電気的機能維持が確認された機能確認済加

速度と、設置場所の最大床応答加速度を比較することで実施する。機能確認済加

速度については、今回の設置条件と同様な条件にて実施した過去の加振試験で得

られている結果を用いることとし、今回の設置場所の最大床応答加速度と比較す

ることで評価を行う。機能確認済加速度を第6-1表に示す。 

なお、固有値解析結果により、固有振動数が30Hz以上であることを確認したた

め、評価用加速度には最大床加速度を使用する。 

  

第6-1表 機能確認済加速度 

項目 
機能確認済加速度 

（×9.8m/s2） 

水平 7.6 

鉛直 4.2 
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7. 評価結果 

蓄電池（３系統目）切換盤の耐震評価結果を以下に示す。発生値は評価基準値を満

足しており、基準地震動Ssによる地震力に対して耐震性を有することを確認した。評

価用加速度は機能確認済加速度以下であり、基準地震動Ssに対して電気的機能が維持

されることを確認した。 

 

(1) 基準地震動Ssに対する評価 

基準地震動Ssに対する応力評価結果を第7-1表に示す。 

 

(2) 機能維持に対する評価 

機能維持評価結果を第7-2表に示す。 
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第7-1表 基準地震動Ssによる評価結果（D＋PSAD＋MSAD＋Ss） 

評価対象設備 評価部位 応力分類 加速度の方向 
発生値 評価基準値 

MPa MPa 

非常用 

電源設備 
その他 

蓄電池（３系統目） 

切換盤 
据付ボルト 

引張応力 
前後 10 

210 
左右 7 

せん断応力 
前後 6 

160 
左右 8 

組合せ応力 
前後 10 

210（注） 
左右 7 

（注）引張応力（σt）とせん断応力（τ）との組合せ応力の評価基準値は、Min(1.4･1.5ft
*－1.6τ,1.5ft

*)とする。
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第7-2表 電気的機能維持評価結果 

評価対象設備 

機能確認済加速度との比較 

加速度確認 

部位 

水平加速度 

（×9.8m/s2） 

鉛直加速度 

（×9.8m/s2） 

評価用 

加速度 

機能確認済

加速度 

評価用 

加速度 

機能確認済

加速度 

非
常
用
電
源
設
備 

その他 
蓄電池（３系統目） 

切換盤 
－ 1.02 7.6 0.83 4.2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する 

影響評価結果 
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1. 概要 

本資料は、資料8-1「耐震設計の基本方針」のうち「10. 耐震計算の基本方針」に

基づき、水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せにより、施設が有する耐震性に及ぼ

す影響について評価した結果を説明するものである。 

 

2. 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに対する影響評価に用いる地震動 

伊方発電所の基準地震動Ss-1～Ss-3について、原則としてすべての地震動を評価対

象とする。ただし、各施設の評価を行う際には必要に応じてその包絡関係を確認し、

代表できると判断できるものについては、個別に代表地震動を選定して評価を行うも

のとする。 

 

3. 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに対する評価結果 

3.1 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに対する評価設備（部位）の抽出 

評価対象設備を機種毎に分類した結果を第3-1表に示す。 

 

第3-1表 水平2方向入力の影響検討対象設備 

設備 

（機種） 
部位 

蓄電池（３系統目） 

（矩形構造の架構設備） 

基礎ボルト 

フレーム 

蓄電池（３系統目）切換盤 

（壁掛け式電気盤） 
据付ボルト 

 

 

機種毎に分類した設備の各評価部位、応力分類に対し構造上の特徴から水平2方

向の地震力による影響を以下の項目により検討し、影響の可能性がある設備を抽

出した。 

 

(1) 水平2方向の地震力が重複する観点 

水平1方向の地震に加えて、さらに水平直交方向に地震力が重複した場合、

水平2方向の地震力による影響を検討し、影響が軽微な設備以外の影響検討が

必要となる可能性があるものを抽出する。 

以下の場合は、水平2方向の地震力による影響が軽微な設備であると整理で

きるが、今回申請設備の各部位については、いずれも該当するものはないこ

とを確認した。 
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a. 水平2方向の地震力を受けた場合でも、その構造により水平1方向の地震

力しか負担しないもの 

 

b. 水平2方向の地震力を受けた場合、その構造により最大応力の発生箇所

が異なるもの 

 

c. 水平2方向の地震を組み合わせても水平1方向の地震による応力と同等と

いえるもの 

 

d. 従来評価にて保守性を考慮しており、水平2方向及び鉛直方向地震力に

よる影響を考慮しても影響が軽微であるもの 

 

(2) 水平方向とその直交方向が相関する振動モード（ねじれ振動等）が生じる

観点 

水平方向とその直交方向が相関する振動モードが生じることで有意な影響

が生じ、さらに新たな応力成分が作用する可能性のある設備を抽出する。 

機器・配管系の設備について、一般的な補機の場合は水平方向の各軸方向

に対して均等な構造となっており、評価上有意なねじれ振動等は発生しない。 

 

(3) 地震力を水平2方向入力としたことによる発生応力等の増分の観点 

(1)、(2)にて影響の可能性がある設備について、水平2方向の地震力が各方

向1：1で入力された場合に各部にかかる荷重や応力を求め、従来の水平1方向

及び鉛直方向地震力の設計手法による発生値と比較し、その増分により影響

の程度を確認し、耐震性への影響が懸念される設備を抽出した。 

水平1方向に対する水平2方向の地震力による発生値の増分の検討は、機種

毎の分類に対して地震力の寄与度に配慮し耐震裕度が小さい設備（部位）を

対象とする。水平2方向の地震力の組合せは米国Regulatory Guide1.92の「2. 

Combining Effects Caused by Three Spatial Components of an Earthquake」

を参考として非同時性を考慮したSquare-Root-of-the-Sum-of-the-Squares法

（以下「非同時性を考慮したSRSS法」という。）により組み合わせ、発生値

の増分を算出する。増分の算出は、従来の評価で考慮している保守性により

増分が低減又は包絡されることも考慮する。 

・ 従来の評価データを用いた簡易的な算出や、地震・地震以外の応力に分

離可能なものは地震による発生値のみを組み合わせて、地震以外の応力

と組み合わせて算出する。 

・ 設備（部位）によっては解析等で求められる発生荷重より大きな設計荷

重を用いているものもあるため、上記組合せによる発生値を設計荷重が
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上回ることを確認したものは水平2方向の地震力による発生値の増分はな

いものとして扱う。 

・ 応答軸が明確な設備で、設備の応答軸の方向あるいは厳しい応力が発生

する向きへ地震力を入力している場合は、耐震性への影響が懸念されな

いものとして扱う。 

 

矩形構造の架構設備及び壁掛け式電気盤は、応答軸が明確な設備であり、

設備の応答軸の方向あるいは厳しい応力が発生する向きへ地震力を入力して

いるため、耐震性への影響の懸念はないと整理した。 

 

3.2 建物・構築物の検討結果を踏まえた機器・配管系の設備の抽出 

非常用ガスタービン発電機建屋については、平成31年2月27日付け原子力発第

18295号にて認可申請した工事計画の資料17-17「水平2方向及び鉛直方向地震力の

組合せに関する影響評価結果」の3.1項における建物・構築物の影響評価において、

また、原子炉補助建屋については、平成28年3月23日付け原規規発第1603231号に

て認可された工事計画の資料13-19「水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関

する影響評価結果」の3.1項における建物・構築物の影響評価において、機器・配

管系への影響を検討した結果、耐震性への影響が懸念されるものは抽出されなか

った。 

 

3.3 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに対する評価部位の抽出結果 

3.1項で抽出した結果を第3-2表に示す。 
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第3-2表 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに対する評価部位の抽出結果 

 

 

(1) 構造強度評価 

設備（機種） 

及び部位 

水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに対する影響の可能性 

3.1項(1)及び(2)の

観点 
3.1項(3)の観点 検討結果 

矩形構造の架構設備 ○ △ 明確な応答軸を有している 

壁掛け式電気盤 ○ △ 明確な応答軸を有している 

 

（凡例）○：影響の可能性あり 

△：影響軽微 

－：該当なし 
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4. まとめ 

機器・配管系における水平2方向及び鉛直方向地震力の影響を受ける可能性がある

設備（部位）について、従来設計手法における保守性も考慮した上で抽出し、従来の

水平1方向及び鉛直方向地震力の組合せによる設計に対して影響を確認した結果、設

備が有する耐震性に影響のないことを確認した。 
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1. 概要 

本資料は、別添1-1「特に高い信頼性を有する所内常設直流電源設備（３系統目）

の耐震設計の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、

蓄電池(３系統目)切換盤が基準地震動Ssによる地震力に対して重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれがないことに加え、弾性設計用地震動Sdによる

地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留ま

る範囲で耐えられる設計とすることを説明するものである。その耐震評価は、固有値

解析及び応力評価並びに機能維持評価により行う。 

蓄電池(３系統目)切換盤は、重大事故等対処施設において常設耐震重要重大事故防

止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下、この分類に応じた耐震評価を

示す。 

 

2. 基本方針 

2.1 構造の説明 

蓄電池(３系統目)切換盤の構造計画を第2-1表に、外形図を第2-1図に示す。 

 

第2-1表 蓄電池(３系統目)切換盤の構造計画 

設備名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

蓄電池(３系統目) 

切換盤 
壁掛型 

盤を壁面に据付ボル

トにて据え付ける。 
第2-1図 

 

第 2-1図 蓄電池(３系統目)切換盤 外形図 
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2.2 評価方針 

蓄電池(３系統目)切換盤の応力評価は、別添1-1「特に高い信頼性を有する所内

常設直流電源設備（３系統目）の耐震設計の基本方針」にて設定した荷重及び荷

重の組合せ並びに許容限界に基づき、「2.1 構造の説明」にて示す蓄電池(３系統

目)切換盤の部位を踏まえ、「3. 耐震評価箇所」にて設定する箇所において、「4. 

固有値解析」で算出した固有振動数に基づく応力等が許容限界内に収まることを、

「5. 応力評価」にて示す方法にて確認することで実施する。また、蓄電池(３系

統目)切換盤の機能維持評価は、同資料にて設定した電気的機能維持の方針に基づ

き、地震時の応答加速度が機能確認済加速度以下であることを、「6. 機能維持評

価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「7. 評価結果」に示

す。 

蓄電池（３系統目）切換盤の耐震評価フローを第2-2図に示す。  

 

 

解析モデル設定 設計用地震力

理論式による固有値解析

地震力による応力

構造強度評価

評価用加速度の算出

電気的機能維持評価

応力解析

 
 

 

第2-2図 蓄電池(３系統目)切換盤の耐震評価フロー 



 

- 資 8 別添 1-2-2-3 - 

3. 耐震評価箇所 

蓄電池(３系統目)切換盤の耐震評価は、耐震評価上厳しくなる据付ボルトを選定し

て実施する。蓄電池（３系統目）切換盤の耐震評価箇所については、第2-1表の説明

図に示す。 

 

4. 固有値解析 

蓄電池（３系統目)切換盤の固有振動数算定方法について以下に示す。 

 

4.1 基本方針 

(1) 固有振動数計算モデルは1質点系モデルとし、盤の重心位置に集中質量を付

加する。 

(2) 固有振動数の計算に用いる寸法は、公称値を使用する。 

 

4.2 固有振動数の計算方法 

4.2.1 記号の説明 

記号 記 号 の 説 明 単位 

ℓ 壁面から機器重心までの水平距離 mm 

E 据付部材の縦弾性係数 MPa 

I 据付部材の断面二次モーメント mm4 

f 固有振動数 Hz 

K 溝形鋼1本あたりのばね定数 N/m 

W 機器質量 kg 

g 重力加速度（＝9.80665m/s2） m/s2 
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4.2.2 据付部材の固有振動数の計算 

盤の主要な据付部材である9本の溝形鋼に、機器の質量が均等に付加されて

いるものとし、また機器質量が機器重心位置に付加されるものとして、以下

の1質点系モデルにより固有振動数を計算する。 

なお、全質量を9本の溝形鋼に均等に付加した計算モデルであり、以下側面

図の鉛直方向を面内、奥行き方向を面外とした場合、溝形鋼の断面二次モー

メントIは、面内と面外で異なるため、弱軸側の面外の固有振動数を計算する。 

計算モデルを第4-1図に示す。 

 

                             固有振動数計算モデル 

 

 

第4-1図 計算モデル 

 

盤の固有振動数は以下による。 

W

9K

2π

1
f 

 
 

溝形鋼1本あたりのばね定数Kは以下による。 

I3E

1,000
K

3 





 

ℓ 

面内方向 

面外方向 
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4.3 固有値解析結果 

4.3.1 盤の固有振動数の計算条件 

項  目 記号 単位 数値等 

材質 － － SS400 

機器質量 W kg 800 

溝形鋼の標準断面寸法 － mm 150×75×6.5 

縦弾性係数 E MPa 2.017×105 

溝形鋼の断面二次モーメント I mm4 1.17×106 

壁面から機器重心までの距離 ℓ mm 500 

雰囲気温度条件 － ℃ 40 

 

 

4.3.2 盤の固有振動数の計算結果 

固有振動数の解析結果を以下に示す。 

 

盤の固有振動数 

（Hz） 

40.1 
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5. 応力評価 

5.1 基本方針 

(1) 耐震計算モデルは1質点系モデルとし、盤の重心位置に地震荷重が作用する

ものとする。 

(2) 許容応力について、JSME S NC1-2005/2007の付録材料図表を用いて計算する

際に、温度が付録材料図表記載値の中間の値の場合は、比例法を用いて計

算する。 

ただし、比例法を用いる場合の端数処理は、小数第1位以下を切り捨てた値

を用いるものとする。 

(3) 耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。 

 

5.2 荷重の組合せ及び許容応力 

5.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 

蓄電池（３系統目）切換盤の荷重の組合せ及び許容応力状態を第5-1表に示

す。 

 

5.2.2 許容応力 

蓄電池（３系統目）切換盤の許容応力を第5-2表に示す。 

 

5.2.3 使用材料の許容応力 

蓄電池（３系統目）切換盤の使用材料の許容応力を第5-3表に示す。 
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第5-1表 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処施設） 

施設区分 機器名称 設備分類(注1) 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

非常用電源 

設備 
その他 

蓄電池 

（３系統目）

切換盤 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－(注2) 

D＋PD＋MD＋Sd(注 3) 

ⅢAS 

D＋PSAD＋MSAD＋Sd 

D＋PD＋MD＋Ss(注 4) ⅣAS 

D＋PSAD＋MSAD＋Ss 

ⅤAS 

（ⅤASとしてⅣASの許

容応力を用いる。） 

(注 1)「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備、「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

（注 2）その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

（注 3）「D＋PSAD＋MSAD＋Sd」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。 

（注 4）「D＋PSAD＋MSAD＋Ss」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。 
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第5-2表 許容応力（その他の支持構造物（重大事故等対処施設）） 

許容応力状態 

許容限界（注） 

（ボルト等） 

一次応力 

引張 せん断 

ⅢAS 1.5ft 1.5fs 

ⅣAS 

1.5ft
＊ 1.5fs

＊ ⅤAS 

（ⅤASとしてⅣASの許容

応力を用いる。） 

（注）応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。 

 

 

第5-3表 使用材料の許容応力（重大事故等対処施設） 

評価部位 材料 
温度条件 

(℃) 

Sy 

(MPa) 

Su 

(MPa) 

F 

(MPa) 

F* 

(MPa) 

据付ボルト SS400 雰囲気温度 40 245 400 245 280 
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5.3 設計用地震力 

耐震計算に用いる入力地震力には、平成28年3月23日付け原規規発第1603231号

にて認可された工事計画の資料13-7「設計用床応答曲線の作成方針」にて設定し

た床応答の作成方針に基づき、第5-4表にて示す条件を用いて作成した設計用床応

答曲線を用いる。また、減衰定数は、資料8-4「地震応答解析の基本方針」の「3. 

設計用減衰定数」に記載の減衰定数を用いる。 

 

第5-4表 設計用地震力 

地震動 

設置場所 

及び 

床面高さ 

（m） 

設計用床応答曲線 

備考 
建屋(注1) 

及び高さ 

（m） 

方向 
減衰定数 

（%） 

静的震度 

水平：3.6Ci 

鉛直：1.2Cv 

原子炉補助

建屋 

EL.10.0 

原子炉補助

建屋 

EL.17.0 

－ － 

動的地震力と静的

地震力のいずれか

大きい方の値とす

る。 

弾性設計用地震動

Sdについては、水

平方向はSd-1～3の

X方向及びY方向の

包 絡 曲 線 を 用 い

る。鉛直方向はSd-

1～3の包絡曲線を

用いる。 

 

弾性設計用 

地震動Sd 

水平(注2) 1.0 

鉛直 1.0 

基準地震動 

Ss 

水平(注2) 1.0 
水平方向はSs-1～3

のX方向及びY方向

の包絡曲線を用い

る。鉛直方向はSs-

1～3の包絡曲線を

用いる。 
鉛直 1.0 

(注 1) 壁掛け式の盤であるため、設置フロア上階の設計用床応答曲線を使用する。 

(注 2) 壁掛け式の盤であるため、減衰定数に 1.0％を使用する。 
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5.4 応力評価方法 

5.4.1 記号の説明 

記 号 単 位 記号の定義 

d mm 据付ボルト呼び径 

g m/s2 重力加速度 

h mm ボルトより機器重心までの鉛直距離 

  h’ mm 鉛直方向のボルト間距離 

ℓa1 

mm 支点よりのボルト間距離（前後方向） 
ℓa2 

ℓa3 

ℓa4 

ℓb1 

mm 支点よりのボルト間距離（左右方向） 

ℓb2 

ℓb3 

ℓb4 

ℓb5 

ℓb6 

ℓb7 

ℓb8 

ℓb9 

ℓb10 

ℓb11 

ℓb12 

ℓ mm 壁面より機器重心までの水平距離 

  ℓ’ 

mm 水平方向のボルト間距離     ℓ’’

   

na1 

本 各列のボルト本数 
na2 

na3 

na4 

N 本 据付ボルト総数 

S mm2 据付ボルト断面積 

W kg 機器質量 

αH - 水平加速度 
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記 号 単 位 記号の定義 

αV - 鉛直加速度 

σa1 

MPa 各据付ボルトに発生する引張応力（前後方向） 
σa2 

σa3 

σa4 

σb1 

MPa 各据付ボルトに発生する引張応力（左右方向） 

σb2 

σb3 

σb4 

σb5 

σb6 

σb7 

σb8 

σb9 

σb10 

σb11 

σb12 

σamax MPa 据付ボルトに発生する最大引張応力（前後方向） 

σbmax MPa 据付ボルトに発生する最大引張応力（左右方向） 

τa MPa 各据付ボルトに発生するせん断応力（前後方向） 

τb MPa 各据付ボルトに発生するせん断応力（左右方向） 
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5.4.2 応力計算 

(1) 前後方向 

 

第5-1図 応力計算モデル 

 

a. 据付ボルトに発生する最大引張応力 

据付ボルトに発生する最大引張応力は、最も厳しい条件として、片

側のボルトを支点とし、この支点から最も離れた位置にあるボルトで

受けるものとして計算する。 

応力は支点からの距離に比例することから、 

 
σa1

ℓ
a1

＝
σa2

ℓ
a2

＝
σa3

ℓ
a3

＝
σa4

ℓ
a4

 

 

モーメントの釣り合い式より、 

 

σa1ℓa1na1S＋σa2ℓa2na2S＋σa3ℓa3na3S＋σa4ℓa4na4S＝Wgα
H
h＋Wg(1＋α

V
)ℓ 

 

以上の式より 

 

σa1＝
Wℓ

a1
g(α

H
h＋(1＋α

V
)ℓ)

S (ℓ
a1

2
na1＋ℓ

a2

2
na2＋ℓ

a3

2
na3＋ℓ

a4

2
na4)

＝σamax 

 

 

Wg(1+αV) Wg(1+αV) 

WgαH 
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b. 据付ボルトに発生するせん断応力 

据付ボルトに発生するせん断応力は、据付ボルト全本数(N)で受け

るものとして計算する。 

 

τa＝
Wg(1＋α

V
)

NS
 

 

 

(2) 左右方向 

 

第5-2図 応力計算評価モデル 

 

 

a. 据付ボルトに発生する最大引張応力 

据付ボルトに発生する引張応力は、最も厳しい条件として、支点か

ら最も離れたボルトについて計算する。 

応力は支点からの距離に比例することから、 

 
σb1

ℓ
b1

＝
σb2

ℓ
b2

＝
σb3

ℓ
b3

＝
σb4

ℓ
b4

＝
σb5

ℓ
b5

＝
σb6

ℓ
b6

＝
σb7

ℓ
b7

＝
σb8

ℓ
b8

＝
σb9

ℓ
b9

＝
σb10

ℓ
b10

＝
σb11

ℓ
b11

＝
σb12

ℓ
b12

 

 

WgαH 

Wg(1+αV) Wg(1+αV) 

WgαH 
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モーメントの釣り合い式より、 

σb1ℓb1S＋σb2ℓb2S＋σb3ℓb3S＋σb4ℓb4S＋σb5ℓb5S＋σb6ℓb6S＋σb7ℓb7S＋σb8ℓb8S 

＋σb9ℓb9S＋σb10ℓb10S＋σb11ℓb11S＋σb12ℓb12S 

＝Wℓg√α
H

2
+(1+α

V
)
2
 

 

以上の式より、 

σb1＝
Wℓg√α

H

2
＋(1＋α

V
)
2
∙ℓ

b1

S (ℓ
b1

2
＋ℓ

b2

2
＋ℓ

b3

2
＋ℓ

b4

2
＋ℓ

b5

2
＋ℓ

b6

2
＋ℓ

b7

2
＋ℓ

b8

2
＋ℓ

b9

2
＋ℓ

b10

2
＋ℓ

b11

2
＋ℓ

b12

2
)
＝σbmax 

ここで、 

ℓ
b1
＝ℓ

,
cosθ＋4h' sinθ 

ℓ
b2
＝4h' sinθ+ ℓ

,,
cosθ 

ℓ
b3
＝ℓ

,
cosθ＋3h' sinθ 

ℓ
b4
＝4h' sinθ 

ℓ
b5
＝ℓ

,
cosθ＋2h' sinθ 

ℓ
b6
＝3h' sinθ 

ℓ
b7
＝2h' sinθ+ ℓ

,,
cosθ 

ℓ
b8
＝ℓ

,
cosθ＋h' sinθ 

ℓ
b9
＝2h' sinθ 

ℓ
b10

＝ℓ
,
cosθ 

ℓ
b11

＝h' sinθ 

ℓ
b12

＝ℓ
,,
cosθ 

 

ただし、θ＝tan-1 (
1＋α

V

α
H

) 

 

b. 据付ボルトに発生するせん断応力 

据付ボルトに発生するせん断応力は、据付ボルト全本数(N)で受け

るものとして計算する。 

 

τ
b
＝

Wg√α
H

2
＋(1＋α

V
)
2

NS
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5.5 応力評価条件  

5.5.1 支持構造物（据付ボルト）の応力評価条件 

(1) 盤関係 

項 目 記 号 単 位 入力値 

据付ボルト呼び径 d mm 16 

重力加速度 g m/s2 9.80665 

ボルトより機器重心までの鉛直距離 h mm 575 

鉛直方向のボルト間距離 h’ mm 350 

壁面より機器重心までの水平距離 ℓ mm 500 

水平方向のボルト間距離 
ℓ’ mm 800 

ℓ’’ mm 450 

各列のボルト本数 

na1 本 3 

na2 本 2 

na3 本 3 

na4 本 2 

据付ボルト総数 N 本 13 

据付ボルト断面積 S mm2 201 

機器質量 W kg 800 

 

(2) 設計用加速度 

項 目 記 号 

設計用加速度(×9.8m/s2)  

弾性設計用地震動 Sd

又は静的地震力（注１） 
基準地震動 Ss（注２） 

水平 αH 0.708 1.224 

鉛直 αV 0.528 0.996 

（注1）固有値解析結果より、固有振動数が30Hz以上であることを確認したた

め、設計用加速度には弾性設計用地震動Sdにおける最大床加速度の

1.2倍と静的地震力のいずれか大きい方の値を使用する。 

（注2）固有値解析結果より、固有振動数が30Hz以上であることを確認したた

め、設計用加速度には最大床加速度の1.2倍を使用する。 
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6. 機能維持評価 

蓄電池(３系統目)切換盤は、地震後に電気的機能が要求されており、地震後におい

ても、その機能が維持されていることを示す。 

 

6.1 機能維持評価方法 

機能維持評価方法は、加振試験にて電気的機能維持が確認された電気的機能確

認済加速度と、設置場所の最大床応答加速度を比較することで実施する。機能確

認済加速度については、今回の設置条件と同様な条件にて実施した過去の加振試

験で得られている結果を用いることとし、今回の設置場所の最大床応答加速度と

比較することで評価を行う。機能確認済加速度を第6-1表に示す。 

なお、固有値解析結果により、固有振動数が30Hz以上であることを確認したた

め、評価用加速度には最大床加速度を使用する。 

  

第6-1表 機能確認済加速度 

項目 
機能確認済加速度 

（×9.8m/s2） 

水平 7.6 

鉛直 4.2 
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7. 評価結果 

蓄電池(３系統目)切換盤の耐震評価結果を以下に示す。発生値は評価基準値を満足

しており、基準地震動Ssによる地震力に加え、弾性設計用地震動Sdによる地震力又は

静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して、耐震性を有することを確認した。

評価用加速度は機能確認済加速度以下であり、基準地震動Ssに対して電気的機能が維

持されることを確認した。 

 

(1) 弾性設計用地震動Sd又は静的地震力に対する評価 

弾性設計用地震動Sd又は静的地震力に対する応力評価結果を第7-1表に示す。 

 

(2) 基準地震動Ssに対する評価 

基準地震動Ssに対する応力評価結果を第7-2表に示す。 

 

(3) 機能維持に対する評価 

機能維持評価結果を第7-3表に示す。 
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第7-1表 弾性設計用地震動Sd又は静的地震力に対する応力評価結果（D＋PSAD＋MSAD＋Sd） 

評価対象設備 評価部位 応力分類 加速度の方向 
発生値 評価基準値 

MPa MPa 

非常用 

電源設備 
その他 

蓄電池 

（３系統目）

切換盤 

据付ボルト 

引張応力 
前後 7 

183 
左右 5 

せん断応力 
前後 5 

141 
左右 6 

組合せ応力 
前後 7 

183（注） 
左右 5 

（注）引張応力（σt）とせん断応力（τ）との組合せ応力の評価基準値は、Min(1.4･1.5ft－1.6τ,1.5ft)とする。 

 

第7-2表 基準地震動Ssによる評価結果（D＋PSAD＋MSAD＋Ss） 

評価対象設備 評価部位 応力分類 加速度の方向 
発生値 評価基準値 

MPa MPa 

非常用 

電源設備 
その他 

蓄電池 

（３系統目） 

切換盤 

据付ボルト 

引張応力 
前後 10 

210 
左右 7 

せん断応力 
前後 6 

160 
左右 8 

組合せ応力 
前後 10 

210（注） 
左右 7 

（注）引張応力（σt）とせん断応力（τ）との組合せ応力の評価基準値は、Min(1.4･1.5ft
*－1.6τ,1.5ft

*)とする。
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第7-3表 電気的機能維持評価結果 

評価対象設備 

機能確認済加速度との比較 

加速度確認 

部位 

水平加速度 

（×9.8m/s2） 

鉛直加速度 

（×9.8m/s2） 

評価用 

加速度 

機能確認済 

加速度 

評価用 

加速度 

機能確認済 

加速度 

非常用 

電源設備 
その他 

蓄電池 

（３系統目） 

切換盤 

－ 1.02 7.6 0.83 4.2 

 


















































